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北川の住民意見聴取について

参考資料-２
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北川の住民意見聴取について北川の住民意見聴取について

河川整備計画策定に向けた公表 【流域委員会で提示】

集会形式

意見交換会を開催し、
河川管理者が河川整
備計画策定に向けた
説明

意見募集形式

閲覧

小浜市役所、
若狭町役場、
福井河川国道
事務所等で閲
覧

公開

ホームペー
ジで公開

設置

概要版パン
フレットを設置

郵送、メール、ＦＡＸにより意見募集直接意見を聴く

住民意見を反映

公 表

周知

１ヶ月程度
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（１）意見募集形式について
①閲覧
下記の場所で、閲覧可能

②公開
福井河川国道事務所ホームページで、閲覧、ダウンロード可能

③設置
住民意見聴取用に整備計画策定に向けた概要版パンフレットを
作成し、住民意見交換会で使用するとともに、閲覧場所及び中学
校・高校・大学、公民館、図書館等の公共施設にも設置
また、パンフレットには意見をいただくためのハガキを添付

都市整備課都市整備課小浜市役所小浜市役所

住民サービス室（上中庁舎）住民サービス室（上中庁舎）

建設水道課（三方庁舎）建設水道課（三方庁舎）

河川部河川部 河川計画課河川計画課

福井河川国道事務所福井河川国道事務所 北川出張所北川出張所

福井河川国道事務所福井河川国道事務所 調査第一課調査第一課

若狭町役場若狭町役場

近畿地方整備局近畿地方整備局
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（２）集会形式について

住民意見交換会を開催し、河川管理者が河川整備計画策定に向け
た説明を行い、住民の意見を聴く。

①開催主体

河川管理者が主催で実施

②開催日と開催場所

住民意見交換会を小浜市、若狭町で３回開催する。
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④開催時間

19～21時で開催する。

⑤住民意見交換会の参加資格

参加資格は設けない。

⑥参加申し込み

当日会場で先着順に受付。
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（３）住民意見聴取の周知について

住民意見聴取の周知は､下記の方法を提案した。
①記者発表
②福井河川国道事務所ホームページ
③新聞折り込み広告
④開催日程により自治会回覧を実施

住民意見聴取の周知は、下記の方法で実施する。
①記者発表
②福井河川国道事務所ホームページ
③市町の広報折り込み（又は新聞折り込み広告）
④ケーブルテレビ（チャンネルＯ）
⑤ポスター



77住民意見聴取の周知チラシ
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（４）意見の受付方法と期間について

（１）受付方法

郵送、メール、ＦＡＸ（電話による受付は不可）

（２）受付期間

周知の日から１ヶ月程度

（５）よせられた意見の公表について

①意見受付終了後、意見並びに質問・回答をホームページで公開
する。
②ホームページを利用できない方等のため、資料閲覧場所において
意見並びに質問・回答を閲覧できるようにする。


